
 

 

調   査   の   概   要 

１ 調査の目的 

この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉行政推進のた

めの基礎資料を得ることを目的とした。 

 

２ 調査の対象及び客体 

施 設 票：「調査の対象施設・事業所一覧」のうち施設(86種類)を対象とし、その全数(休止中を含

む。)を客体とした。 

障害福祉サービス等事業所票：障害者自立支援法による障害福祉サービス事業所              

(15 種類)及び相談支援事業所を対象とし、その全数(休止中の

事業所を含む。)を客体とした。 

 

1) 2) 3)
 調査対象施設・事業所数 回収施設・事業所数 集計施設・事業所数

施　　設　　票

生活保護法による保護施設  302  300  299 

老人福祉法による老人福祉施設 9 459 8 974 8 421 

障害者自立支援法による障害者支援施設等　　4) 3 673 3 354 3 334 

旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設   5)  769  717  715 

旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設   5) 2 738 2 569 2 567 

 673  637  635 

 368  354  351 

売春防止法による婦人保護施設  49  49  48 

児童福祉法による児童福祉施設      33 739 32 758 32 353 

（再掲）保育所 22 978 22 352 22 250 

母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設  67  63  62 

その他の社会福祉施設等 10 451 8 881 8 717 

障害福祉サービス等事業所票

障害福祉サービス等事業所 28 943 25 518 25 084 

１）　調査対象施設の種類別内訳は24頁を参照。

2）　回収施設・事業所数は調査対象施設・事業所数から未回収等の施設・事業所を除いた数である。

3）　集計施設・事業所数は回収施設・事業所数のうち活動中の施設・事業所数である。

4）　障害者自立支援法による障害者支援施設等である「障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」をいう。

注　：

5）　障害者自立支援法の施行に伴い、経過措置による旧法(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神
　　障害者福祉に関する法律）の施設である。

旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による
精神障害者社会復帰施設    5)

身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）　調査対象施設の種類別内訳は「参考表」を参照。

2）　回収施設・事業所数は調査対象施設・事業所数から未回収等の施設・事業所を除いた数である。

3）　集計施設・事業所数は回収施設・事業所数のうち活動中の施設・事業所数である。

4）　障害者自立支援法による障害者支援施設等である「障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」をいう。

注　：

5）　障害者自立支援法の施行に伴い、経過措置による旧法(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神
　　障害者福祉に関する法律）の施設である。



 

厚生労働省 
郵 送 

社会福祉施設等 

障害福祉サービス事業所 

相談支援事業所 

３ 調査の時期 

平成 21年 10月 1日 

 

４ 調査事項 

施 設 票：施設の種類、施設名、所在地、設置・経営主体、定員、在所者の状況、従事者 

の状況等 

障害福祉サービス等事業所票：事業所の種類、事業所名、所在地、経営主体、サービスの種 

類と提供                       類と提供状況、従事者数等 

 

５ 調査方法及び系統 

 

 

 

  ※調査方法及び系統について 

   調査票の配付・回収は、平成 20年調査までは、社会福祉施設等については都道府県・指定 

都市・中核市が実施し、障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所については厚生労働省 

から郵送で実施していたが、21年調査よりすべての調査票を厚生労働省が委託した民間事業 

者からの郵送に変更した。 

 

６ 結果の集計 

結果の集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部で行った。 

 

７ 利用上の注意 

(1)表章記号の規約  

計数のない場合                   － 

統計項目のあり得ない場合                        ･ 

計数不明又は計数を表章することが不適当な場合    … 

表章単位の 1/2未満の場合            0、0.0 

    

(2) 回収施設・事業所のうち活動中の施設、事業所について集計した。 

(3) この概況に掲載の数値は四捨五入しているので、内訳の合計が｢総数｣にあわない場合が 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

保護施設・老人福祉
施設・身体障害者社
会 参 加 支 援 施 設 等
調 査 票

障 害 者 支 援 施 設等
調 査 票

児 童 福 祉 施 設 等
調 査 票

保 育 所 調 査 票
障害福祉サービス

等事業所票

生活保護法による保護施設 

救護施設   ○

更生施設  ○

医療保護施設  ○

授産施設 ○

宿所提供施設   ○

老人福祉法による老人福祉施設 

養護老人ホーム（一般） ○

養護老人ホーム（盲） ○

軽費老人ホーム　Ａ型 ○

軽費老人ホーム　Ｂ型 ○

軽費老人ホーム（ケアハウス） ○

老人福祉センター（特Ａ型） ○

老人福祉センター（Ａ型）  ○

老人福祉センター（Ｂ型） ○

老人介護支援センタ－ ○

障害者支援施設 ○

地域活動支援センター ○

福祉ホーム ○

肢体不自由者更生施設 ○

視覚障害者更生施設 ○

聴覚・言語障害者更生施設   ○

内部障害者更生施設    ○

身体障害者療護施設 ○

身体障害者入所授産施設  ○

身体障害者通所授産施設 ○

身体障害者小規模通所授産施設 ○

身体障害者福祉工場 ○

旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設 

知的障害者入所更生施設 ○

知的障害者通所更生施設 ○

知的障害者入所授産施設 ○

知的障害者通所授産施設 ○

知的障害者小規模通所授産施設 ○

知的障害者通勤寮 ○

知的障害者福祉工場  ○

精神障害者生活訓練施設 ○

精神障害者福祉ホーム（Ｂ型） ○

精神障害者授産施設（入所） ○

精神障害者授産施設（通所） ○

精神障害者小規模通所授産施設 ○

精神障害者福祉工場 ○

身体障害者福祉センター（Ａ型）  ○

身体障害者福祉センター（Ｂ型） ○

障害者更生センター  ○

補装具製作施設 ○

盲導犬訓練施設 ○

点字図書館 ○

点字出版施設 ○

聴覚障害者情報提供施設 ○

身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設

旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による
精神障害者社会復帰施設

障害者自立支援法による障害者支援施設　等

旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設

 
 

 

 



 

 

保護施設・老人福祉
施設・身体障害者社
会 参 加 支 援 施 設 等
調 査 票

障 害 者 支 援 施 設等
調 査 票

児 童 福 祉 施 設 等
調 査 票

保 育 所 調 査 票
障害福祉サービス

等事業所票

売春防止法による婦人保護施設 

婦人保護施設  ○

児童福祉法による児童福祉施設 

助産施設 ○

乳児院  ○

母子生活支援施設 ○

保育所  ○

児童養護施設  ○

知的障害児施設 ○

自閉症児施設 ○

知的障害児通園施設 ○

盲児施設  ○

ろうあ児施設 ○

難聴幼児通園施設 ○

肢体不自由児施設 ○

肢体不自由児通園施設 ○

肢体不自由児療護施設 ○

重症心身障害児施設 ○

情緒障害児短期治療施設 ○

児童自立支援施設 ○

児童家庭支援センター ○

小型児童館 ○

児童センタ－ ○

大型児童館Ａ型 ○

大型児童館Ｂ型 ○

大型児童館Ｃ型 ○

その他の児童館 ○

児童遊園  ○

母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設 

母子福祉センター ○

母子休養ホーム ○

その他の社会福祉施設等 

授産施設 ○

宿所提供施設 ○

盲人ホーム ○

無料低額診療施設 ○

隣保館  ○

へき地保健福祉館   ○

へき地保育所 ○

地域福祉センター   ○

老人憩の家  ○

老人休養ホーム  ○

有料老人ホーム  ○

障害者自立支援法による障害福祉サービス等事業所

居宅介護事業所 ○

重度訪問介護事業所 ○

行動援護事業所 ○

療養介護事業所 ○

生活介護事業所 ○

児童デイサービス事業所 ○

短期入所事業所 ○

重度障害者等包括支援事業所 ○

相談支援事業所 ○

共同生活介護事業所 ○

共同生活援助事業所 ○

自立訓練（機能訓練）事業所 ○

自立訓練（生活訓練）事業所 ○

就労移行支援事業所 ○

就労継続支援（Ａ型）事業所 ○

就労継続支援（Ｂ型）事業所 ○


